
○白井市福祉タクシー事業実施規則  

平成３年３月３０日  

規則第７号  

〔注〕平成１９年３月から改正経過を注記した。  

改正 平成３年９月３０日規則第１９号  

平成９年３月２６日規則第１３号  

平成９年７月１０日規則第２２号  

平成１１年３月２４日規則第４号  

平成１４年３月２９日規則第２８号  

平成１５年３月２７日規則第１４号  

平成１７年３月２５日規則第１２号  

平成１９年３月３０日規則第２号  

平成２０年３月２５日規則第１１号  

平成３０年３月２７日規則第１０号  

令和３年３月３１日規則第１２号  

（目的）  

第１条 この規則は、心身障害者又は要援護高齢者が社会参加、通

院等のためにタクシーを利用する場合において、その料金の一部

を助成することによりタクシーの利用を容易にし、社会生活の範

囲の拡大と交通の利便を図り、もって心身障害者又は要援護高齢

者の福祉の増進を図ることを目的とする。  

（一部改正〔平成２０年規則１１号〕）  

（対象者）  

第２条 タクシー料金の助成を受けることができる者（以下「利用

者」という。）は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。ただし、運転免許証を所持し当該運転免

許証により運行できる車両を所有している者を除く。  

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第

４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって障

害の程度が２級以上の在宅身体障害者。ただし、視覚障害者、



下肢障害者及び体幹障害者にあっては、３級以上の在宅身体障

害者  

(2) 療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児第１５６号）第２

条の規定により療育手帳の交付を受けている者であって、障害

の程度が重度と判定された在宅知的障害者  

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けた者であって障害の程度が１級の在宅精神障

害者  

(4) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の

基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号）第１条第

１項第２号に規定する要介護２、同項第３号に規定する要介護

３、同項第４号に規定する要介護４又は同項第５号に規定する

要介護５に該当することについて介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第１９条第１項の規定による市の認定を受けたもの  

（一部改正〔平成１９年規則２号・２０年１１号〕）  

（利用の対象となるタクシー）  

第３条 利用者の利用することができるタクシー（以下「福祉タク

シー」という。）は、市長と福祉タクシーに関する覚書を締結し

たタクシー事業者（以下「事業者」という。）の所有しているタ

クシーとする。  

（申請及び利用券の交付）  

第４条 福祉タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ白井市

福祉タクシー利用券交付申請書（別記第１号様式）により市長に

申請しなければならない。  

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当

と認めたときは、白井市福祉タクシー利用券（別記第２号様式。

以下「利用券」という。）を交付するものとする。  

３ 前項の規定により交付する利用券の枚数は、１箇月当たり３枚

とする。ただし、腎臓機能障害で人工透析治療を受けている者に



あっては、１箇月１２枚を限度に追加交付する。  

４ 前２項の規定により交付された利用券は、汚損又は破損による

交換以外に再交付しないものとする。  

（利用方法）  

第５条 利用者が福祉タクシーを利用するときは、あらかじめ事業

者に電話等により申し込まなければならない。ただし、やむを得

ない事情があるときは、この限りでない。  

２ 利用者が福祉タクシーを利用したときは、福祉タクシーの利用

運賃から次条に規定する助成金の額を控除した額を支払い、併せ

て利用券１枚を運転者に提出するものとする。ただし、同時に２

名以上の利用者が乗車する場合にあっては、いずれか１名が提出

するものとする。  

（料金の助成額）  

第６条 利用者が、福祉タクシーを利用したときに受けられる助成

額は、１回の利用について料金の２分の１とし、助成額に１０円

未満の端数が生じた場合は、これを切り上げて算定する。ただし、

その額が１，０００円を超えるときは、１，０００円とする。  

（助成金の請求）  

第７条 助成金の支払を受けようとする事業者は、毎月１０日まで

に白井市福祉タクシー助成金交付請求書（別記第３号様式）に、

白井市福祉タクシー利用状況内訳書（別記第４号様式）及び第５

条の規定により提出を受けた利用券を添付し、前月分の助成金を

市長に請求するものとする。  

（助成金の支払）  

第８条 市長は、第７条の規定による請求を受けたときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し請求月の末日ま

でに助成金の支払を行うものとする。  

（利用券の返還）  

第９条 利用者が利用券を必要としなくなったとき又は第２条に規

定する利用者の要件を喪失したときは、速やかに利用券を市長に



返還しなければならない。  

（不当利得の返還）  

第１０条 市長は、偽りその他不正な手段により利用券又は助成金

を得た者があった場合は、その全部又は一部を返還させることが

できる。  

（事業者等の義務）  

第１１条 事業者及び運転者は、利用者の乗降等に際し、常に便宜

を図るよう努めなければならない。  

（補則）  

第１２条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則  

この規則は、平成３年４月１日から施行する。  

附 則（平成３年規則第１９号）  

この規則は、平成３年１０月１日から施行する。  

附 則（平成９年規則第１３号）  

この規則は、平成９年４月１日から施行する。  

附 則（平成９年規則第２２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１１年規則第４号）  

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。  

附 則（平成１４年規則第２８号）  

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。  

附 則（平成１５年規則第１４号）  

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。  

附 則（平成１７年規則第１２号）  

（施行期日）  

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の日前に利用した者に係る協力金の交付につい

ては、この規則による改正後の白井市福祉タクシー事業実施規則



の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（平成１９年規則第２号）  

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則（平成２０年規則第１１号）  

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成３０年規則第１０号）抄  

（施行期日）  

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年規則第１２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  



 



 



 



 



別記第１号様式（第４条第１項関係）  

（全部改正〔令和３年規則１２号〕）  

第２号様式（第４条第２項関係）  

（一部改正〔平成２０年規則１１号・３０年１０号〕）  

第３号様式（第７条関係）  

第４号様式（第７条関係）  

 


